
豊川市次世代自動車購入費補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、地球温暖化対策の一環として、市内のエネルギーの

効率的利用を積極的に支援するため、電気自動車、プラグインハイブリ

ッド自動車又は燃料電池自動車（以下「次世代自動車」という。）を購入

する者に対し、市の予算の範囲内で交付する豊川市次世代自動車購入費

補助金（以下「補助金」という。）について、豊川市補助金等に関する規

則（平成５年豊川市規則第４９号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

 (1) 検査済自動車  道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０

条第１項に規定する自動車検査証の交付を受けた、道路運送車両法第２

条第２項に規定する自動車をいう。  

 (2) 電気自動車  搭載された電池によって駆動する電動機を原動機とす

る４輪以上の検査済自動車で、内燃機関を併用するものを除いたもの

をいう。  

 (3) プラグインハイブリッド自動車  外部電源からの充電を可能とした

ハイブリッド自動車（エネルギー回生機能を有する４輪以上の検査済自

動車であって、自動車検査証の形式欄にハイブリッド自動車の識別番

号が記載され、又はハイブリッド自動車である旨が記載されているも

の）をいう。  

 (4) 燃料電池自動車  搭載された燃料電池によって駆動する電動機を原

動機とする４輪以上の検査済自動車をいう。  

 (5) 初度登録  道路運送車両法第４条の規定による自動車登録ファイル

へ初めて登録を受けることをいう。軽自動車にあっては、同法第５９

条の規定による新規検査を受けることをいう。  

(6) 中小企業等の事業者  次のいずれかに該当するものをいう。  



ア  中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項第１

号に規定する会社若しくは個人（同項第２号に規定する政令で定める業

種に属する事業を主たる事業とするものを除く。）又は同項第２号から

第１１号までに掲げる中小企業者  

イ  中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３

条第１項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協

同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合又は商工組合連合会  

ウ  農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第４条に規定する農業

協同組合、農業協同組合連合会又は同法第７２条の４に規定する農事

組合法人  

エ  水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第２条に規定する漁

業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組

合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会  

オ  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、同法

第１２４条に規定する専修学校又は同法第１３４条第１項に規定する

各種学校を設置する者  

カ  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉

施設を設置する者  

キ  社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条に規定する第一種社会

福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者  

ク  医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病

院若しくは同条第２項に規定する診療所、同法第１条の６に規定する

介護老人保健施設又は同法第２条に規定する助産所を設置する者  

（補助対象者） 

第３条  補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該

当するものとする。 

 (1) 自ら使用する目的（当該目的がレンタル事業、リース事業、試乗用、

展示用に該当するものを除く。）で新車の次世代自動車を購入した者で

あって、補助金の交付を受けようとする年度の４月１日以後に、当該自

動車を初度登録する個人又は中小企業等の事業者であること  



 (2) 個人にあっては、初度登録を受ける時点において、市内に住所を有し

ていること  

 (3) 中小企業等の事業者にあっては、初度登録を受ける時点において、市

内に本社、支社、支店又は営業所等を置き、かつ、当該次世代自動車

の自動車検査証に記載される使用の本拠の位置が市内であること  

 (4) 次世代自動車の自動車車検証に使用者として記載されていること  

 (5) 市税及び国民健康保険料（以下「市税等」という。）の滞納がないこ

と 

（補助対象車両） 

第４条  補助金の交付の対象となる車両（以下「補助対象車両」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する次世代自動車とする。  

(1) 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うクリーンエネルギー

自動車導入促進補助金の対象として登録している電気自動車、プラグ

インハイブリッド自動車又は燃料電池自動車であること  

(2) リース契約車両ではないこと  

（補助対象経費及び補助金の額）  

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助対象車両の車両本体価格（当該車両本体価格の値引きがあったと

きは、当該値引き後の価格をいい、消費税及び地方消費税を含む。）とす

る。 

２  補助金の額は、補助対象経費に１００分の５を乗じて得た額とし、そ

の１台当たりの上限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。  

(1) 電気自動車（軽自動車）     ３０，０００円  

(2) 電気自動車（軽自動車以外）   ６０，０００円  

(3) プラグインハイブリッド自動車  ３０，０００円  

(4) 燃料電池自動車        ３００，０００円  

３ 前項の規定により算出された額に１，０００円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。  

４  補助は、一の個人又は中小企業等の事業者につき、１年度の間におい



て１台までとする。  

（交付の申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

次世代自動車の初度登録日が属する年度の３月３１日（この日が休日等に

よる閉庁日である場合はその直前の開庁日）までに、豊川市次世代自動車

購入費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添付して市長に提出しなければならない。  

 (1) 自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し  

 (2) 車両代金の支払いの事実が確認できる領収書等の写し（分割払いによ

り購入した場合は、分割払いに係る契約書等の写し）  

 (3) 車両本体価格が確認できる注文書又は契約書等の写し  

 (4) 個人にあっては住民票の写し（申請日前３か月以内に発行されたも

の）（複写可）  

 (5) 中小企業等の事業者にあっては履歴事項全部証明書（申請日前３か月

以内に発行されたもの）（複写可）  

 (6) 個人事業主にあっては、直近年の確定申告書の写し  

 (7) 市税等の滞納がないことを明らかにする書類（申請日前１か月以内に

豊川市財務部資産税課にて発行された完納証明書等）（複写可）  

 (8) その他市長が必要と認めるもの  

（交付の決定） 

第７条  市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、必要に応じて調査等を行い、適当であると認めたときは、豊川市次

世代自動車購入費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通

知するものとする。  

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付すことがで

きる。  

（補助金の請求及び交付）  

第８条 前条第１項の規定による通知を受けた申請者（以下「補助事業者」

という。）は、補助金の交付を受けようとするときは、豊川市次世代自動

車購入費補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出しなければならな



い。 

２  市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとす

る。 

（申請の取下げ）  

第９条  補助事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、

速やかに豊川市次世代自動車購入費補助金交付申請取下書（様式第４号）

を市長に届け出なければならない。  

（交付の決定の取消し）  

第１０条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。  

 (1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を

受けたとき。  

 (2) 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。  

 (3) 前条の規定による交付申請の取下げの届出があったとき。  

 (4) この要綱の規定に違反したときその他市長が不適当と認めたとき。  

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、豊川市次

世代自動車購入費補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により補助事

業者に通知するものとする。  

（他の補助金との関係）  

第１１条  この補助金は、国、県その他の団体が交付する次世代自動車に

係る補助金等の受給を妨げない。  

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 


